
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

精

神

保

健

及

び

精

神

障

害

者

福

祉

に

関

す

る

法

健

康

推

進

課

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

事

業

の

認

定

監

理

課

【

公

告

】

○

飲

食

料

品

の

品

質

に

関

す

る

表

示

に

係

る

指

示

く

ら

し

安

全

安

心

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

企

業

局

】

○

岡

山

県

企

業

局

財

務

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

総

務

企

画

課

規

程

（

県

例

規

集

登

載

）

【

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

】

○

平

成

二

十

六

年

度

に

お

け

る

第

五

種

共

同

漁

業

内

水

面

漁

場

管

理

委

権

魚

種

の

増

殖

量

の

指

示

員

会

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
一
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
二
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成２６年１月７日　岡山県公報　第１１５４８号



（第24条関係） 岡山県提出用様式第35号

（精神障害者保健福祉手帳用）診 断 書
氏 名 明治・大正・昭和・平成 男 ・ 女

年 月 日生（ 歳）

住 所

① 病名 (1) 主たる精神障害 ＩＣＤコード （ ）※Ｆを含む３桁以上又はＧ40

（ＩＣＤコードは，右の病 (2) 従たる精神障害 ＩＣＤコード （ ）※Ｆを含む３桁以上又はＧ40

名と対応するＦ00～Ｆ99， (3) 身体合併症 身体障害者手帳（有・無，種別 級）

Ｇ40のいずれかを記載して

ください ）。

② 初診年月日 主たる精神障害の初診年月日 年 月 日

診断書作成医療機関の初診年月日 年 月 日

③ 発病から現在までの病歴 （推定発病時期 年 月頃）

並びに治療の経過及び内容

（ ， ，推定発病年月 発病状況

初発症状，治療経過，治療

内 容 等を 記載 し てくだ さ

い。治療経過の記載に当た

つては，直近６月以上の継

続した治療（通院，服薬，

訓練，検査等）状況を含め

て記載してください ） ※器質性精神障害（認知症を除く ）の場合，発症の原因となつた疾患名とその発症日（疾患名 年 月 日）。 。

④ 現在の病状，状態像等（該当する項目を○で囲んでください ）。

(1) 抑うつ状態 1 思考・運動抑制 2 易刺激性・興奮 3 憂うつ気分 4 その他（ ）

(2) 躁状態 1 行為心迫 2 多弁 3 感情高揚・易刺激性 4 その他（ ）

(3) 幻覚妄想状態 1 幻覚 2 妄想 3 その他（ ）

(4) 精神運動興奮及び昏迷の状態 1 興奮 2 昏迷 3 拒絶 4 その他（ ）

(5) 統合失調症等残遺状態 1 自閉 2 感情平板化 3 意欲の減退 4 その他（ ）

（ ）(6) 情動及び行動の障害 1 爆発性 2 暴力・衝動行為 3 多動 4 食行動の異常 5 チック・汚言 6 その他

(7) 不安及び不穏 1 強度の不安・恐怖感 2 強迫体験 3 心的外傷に関連する症状 4 解離・転換症状

5 その他（ ）

(8) てんかん発作等（けいれん及び意識障害） 1 てんかん発作 発作型（ ）

頻度（ ）最終発作（ 年 月 日）

2 意識障害 3 その他（ ）

(9) 精神作用物質の乱用，依存等 1 アルコール 2 覚せい剤 3 有機溶剤 4 その他（ ）

ア 乱用 イ 依存 ウ 残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲してください ）。

エ その他（ ）

現在の精神作用物質の使用 有・無（不使用の場合，その期間 年 月から）

(10) 知能，記憶，学習及び注意の障害 1 知的障害（精神遅滞） ア 軽度 イ 中等度 ウ 重度 療育手帳（有・無，等級等 ）

2 認知症 ア 軽度 イ 中等度 ウ 重度 3 その他の記憶障害（ ）

4 学習の困難 ア 読み イ 書き ウ 算数 エ その他（ ）

5 遂行機能障害 6 注意障害 7 その他（ ）

(11) 広汎性発達障害関連症状 1 相互的な社会関係の質的障害 2 コミュニケーションのパターンにおける質的障害

3 限定した常同的で反復的な関心と活動 4 その他（ ）

(12) その他（ ）

⑤ ④の病状，状態像等の具体的程度，症状，検査所見等

（検査所見：検査名 検査結果 検査時期 ）

⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合（例えばアパート等での単身生活）を想定して判断してください。児童では，年齢相応の能力と比較の上で判断してください ）。

1 現在の生活環境 3 日常生活能力の程度

入院・入所（施設名 ） （該当する番号を選んで，どれか一つを○で囲んでください ）。

在 宅（ア 単身 イ 家族等と同居 ・その他（ ） (1) 精神障害を認めるが，日常生活及び社会生活は普通にできる。）

2 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲んでください ）。

(1) 適切な食事摂取 (2) 精神障害を認め，日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。

自発的にできる・自発的にできるが援助が必要・援助があればできる・できない

(2) 身辺の清潔保持，規則正しい生活 (3) 精神障害を認め，日常生活に著しい制限を受けており，時に応じて援

自発的にできる・自発的にできるが援助が必要・援助があればできる・できない 助を必要とする。

(3) 金銭管理と買物

適切にできる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない (4) 精神障害を認め，日常生活に著しい制限を受けており，常時援助を必

(4) 通院と服薬（要・不要） 要とする。

適切にできる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない

(5) 他人との意思伝達・対人関係 (5) 精神障害を認め，身の回りのことはほとんどできない。

適切にできる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない

(6) 身辺の安全保持・危機対応

適切にできる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない

(7) 社会的手続や公共施設の利用

適切にできる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない

(8) 趣味・娯楽への関心，文化的社会的活動への参加

適切にできる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない

⑦ ⑥の具体的程度，状態等（日常生活における不具合について具体的に記入してください ）。

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）に規定する自立訓練（生活訓練 ，共同生活援助（グループホーム ，共同生活介護） ）

（ケアホーム ，居宅介護（ホームヘルプ ，その他の障害福祉サービス，訪問指導，生活保護の有無等）） ）

⑨ 備考

年 月 日 医療機関所在地

名 称

診 療 担 当 科 名

電 話 番 号

医師氏名（自署又は記名押印）
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に
定
め

る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２６年１月７日　岡山県公報　第１１５４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
一
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
条
の
規
定

。

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
を
認
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

起
業
者
の
名
称

美
咲
町

二

事
業
の
種
類

中
央
運
動
公
園
駐
車
場
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岡
山
県
久
米
郡
美
咲
町
原
田
字
広
高
下
及
び
字
高
柳
地
内

２

使
用
の
部
分

岡
山
県
久
米
郡
美
咲
町
原
田
字
高
柳
地
内

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

中
央
運
動
公
園
駐
車
場
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う

）
は
、
法
第
三
条
第
三
十

。

二
号
に
掲
げ
る
「
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
、
緑
地
、
広
場
、
運
動
場
、
墓
地
、

市
場
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
」
を
整
備
す
る
事
業
で
あ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号

の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
美
咲
町
は
、
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
財
源
措
置
を
講
じ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
の
十
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
収
容
台
数
が
不
足
し
て
い
る
中
央

(１)
運
動
公
園
駐
車
場
を
増
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
辺
道
路
の
渋
滞
解
消
及
び
安
全
確
保
が
図
ら

れ
、
運
動
公
園
利
用
者
の
利
便
性
が
向
上
す
る
こ
と
か
ら
、
住
民
の
健
康
づ
く
り
と
活
力
あ
る

地
域
づ
く
り
に
相
当
の
寄
与
が
見
込
ま
れ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
①
利
用
者
の
利
便
性
が
高
い
こ
と
、
②
既
存
敷
地
と

一
体
的
な
利
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
③
経
済
性
が
高
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
複
数
の
候
補
地

に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
最
適
と
な
る
案
を
採
用
し
て
い
る
。
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本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は

本
件
事
業
が
環
境
影
響
評
価
法

平

、

（

(２)
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
並

び
に
起
業
地
及
び
起
業
地
周
辺
の
土
地
の
状
況
か
ら
保
護
の
た
め
特
別
の
処
置
を
講
ず
べ
き
動

植
物
、
文
化
財
等
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益

は
軽
微
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と

で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本

(３)

(１)

(２)

件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
を
計
画
し
て
い
る
地
域
の
住
民
か
ら
そ
の
実
現
に
対
す
る
要
望
が
強
く
、
早
急
に
施

行
さ
れ
る
べ
き
事
業
と
認
め
ら
れ
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た

め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の

で
あ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

美
咲
町
役
場

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
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〔
一
〕
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七

十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
飲
食
料

。

品
の
品
質
に
関
す
る
表
示
に
係
る
指
示
を
行
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
示
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

二

指
示
を
受
け
た
者
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
栄
光
水
産

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
北
島
六
三
二
番
地
八

代
表
者
の
氏
名

山
下

壽
幸

三

指
示
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
栄
光
水
産
は
、
株
式
会
社
栄
光
水
産
を
表
示
責
任
者
と
す
る
商
品
に
つ
い
て
、
法
第
十

九
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
（
平
成
十
二
年
農
林

水
産
省
告
示
第
五
百
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
六
条
第
二

号
及
び
第
三
号
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
た
。

四

指
示
の
内
容

１

原
因
の
究
明

三
の
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
原
因
を
究
明
す
る
こ
と
。

２

再
発
防
止
の
措
置

１
の
結
果
を
踏
ま
え
、
再
発
防
止
に
向
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３

報
告

１
及
び
２
の
結
果
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日
ま
で
に
岡
山
県
知
事
宛
て
に
書
面

に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
。
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〔
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
開

発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
一
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
清
音
軽
部
字
畑
田
六
九
〇

三

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
三
輪
一
一
二
〇

五

－

楢
村

大
紀

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
七
三
号
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◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

岡
山
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
七
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

西

本

善

夫

岡
山
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
中
「
決
済
時
は
」
の
下
に
「
、
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
出
納
金
融
機
関
若
し
く
は
収
納
金
融
機
関
の
当
該
企
業
の
預
金
口
座
に
振
り
替
え
ら
れ
た
と
き
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
も
の
と
す
る
」
を
「
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
又
は
納
付
書
」
を
削
り
、
「
収
納
し
」
を
「
収
納
し
た
と
き
は
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
企
業
出
納
員
が
相
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
二
十
七
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
」
の
下
に
「
も
の
の
ほ
か
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
」
を
加
え
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

納
入
通
知
書

様
式
第
一
号

二

小
切
手
振
出
済
通
知
書

様
式
第
二
号

三

送
金
依
頼
書

様
式
第
三
号

四

送
金
通
知
書

様
式
第
四
号

五

口
座
振
替
依
頼
書

様
式
第
五
号

六

口
座
振
替
通
知
書

様
式
第
六
号

七

出
納
日
計
表

様
式
第
七
号

八

小
切
手
償
還
請
求
書

様
式
第
八
号

九

一
年
経
過
送
金
払
金
請
求
書

様
式
第
九
号

十

過
誤
納
金
還
付
請
求
書

様
式
第
十
号

十
一

送
金
済
通
知
票

様
式
第
十
一
号

十
二

振
替
済
通
知
票

様
式
第
十
二
号

十
三

預
金
現
在
高
証
書

様
式
第
十
三
号

平成２６年１月７日　岡山県公報　第１１５４８号



第
百
二
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
収
益
の
部
中

「

を

負
担
金

」

「

負
担
金

に
改
め
、
同
表
の
費
用
の
部
中

長
期
前
受
金
戻

入

」

「

を

賃
金

法
定
福
利
費

」

「

賃
金

に
、

報
酬

臨
時
又
は
非
常
勤
の
顧
問

参
与

嘱
託
員
等
に
対
す
る
報
酬
を
い
う

，
，

。

法
定
福
利
費

」

「

を

雑
費

総
係
費

事
業
活
動
の
全
般
に
関
連
す
る
費
用
を
い
う
。

」

「

貸
倒
引
当
金
繰
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臨
時
又
は
非
常
勤

入
額

に
改
め
、
「

雑
費

総
係
費

事
業
活
動
の
全
般
に
関
連
す
る
費
用
を
い
う
。

」

「

「

」
を
削
り
、

を

に
、

の
顧
問

参
与

嘱
託
員
等
に
対
す
る
報
酬
を
い
う

旅
費

旅
費

退
職
給
与
金

退
職
給
付
費

，
，

。

」

」

「

を

雑
費

減
価
償
却
費

」

「

貸
倒
引
当
金
繰

施
設
利
用
権

施
入
額

に
、
「

」
を
「

雑
費

減
価
償
却
費

」

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

設
利
用
権
等

き
損

毀
損

「

営
業
外
費
用

主
た
る
営
業
活
動
に
係
る
費
用
以
外
の
費
用
を
整
理
す
る
。

繰
延
勘
定
償
却

繰
延
勘
定
の
償
却
額
を
い
う
。

開
発
費
償
却

退
職
給
与
金
償

却
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を

試
験
研
究
費
償

却控
除
対
象
外
消

控
除
対
象
外
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
の
償
却
額
を
い
う
。

費
税
額
及
び
地

方
消
費
税
の
額

償
却

災
害
損
失
償
却

」

「

に
、

営
業
外
費
用

主
た
る
営
業
活
動
に
係
る
費
用
以
外
の
費
用
を
整
理
す
る
。

」

「

を

臨
時
損
失

天
災
そ
の
他
特
別
な
理
由
に
よ
る
巨
額
の
臨
時
損
失
を
い
う
。

」

「

減
損
損
失

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
減
損
が
生
じ
た
も
の
又
は
減
損
損
失
を

に
改
め
、
同
表
の
資
産
の
部
固

認
識
す
べ
き
も
の
の
当
該
生
じ
た
減
損
に
よ
る
損
失
又
は
認
識
す
べ
き
減
損
損
失
を
い
う
。

災
害
に
よ
る
損

災
害
に
よ
る
巨
額
の
臨
時
損
失
を
い
う
。

失

」

定
資
産
の
項
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

経
営
用
附
属
建
物

経
営
附
属
用
建
物

需
用
者

需
要
者

「

を

建
設
仮
勘
定

工
事
件
名
別
に
整
理
す
る

目
及
び
節
は

繰
延
勘
定
の
項
の
次
に
掲
げ
る
注
に
定
め
る

建
設

「

。
，

仮
勘
定
整
理
科
目
表

に
よ
る

」

。

」
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「
リ

ス
資
産

有
形
固
定
資
産

建
設
仮
勘
定
を
除
く

に
係
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ

ス
取
引
に
お
け
る
リ

（

）

ー
。

ー

ス
資
産
を
い
う

ー
。

リ
ス
資
産
減

ー

に
、
「

2
3

」
を
「

2
3

価
償
却
累
計
額

第
条

第

（

）

貸
方

建
設
仮
勘
定

工
事
件
名
別
に
整
理
す
る

目
及
び
節
は

流
動
資
産
の
項
の
次
に
掲
げ
る
注
に
定
め
る

建
設

「

。
，

仮
勘
定
整
理
科
目
表

に
よ
る

」

。

」

2
3

2
4

」
に
、

条
第

条
の
２
及
び
第

条
，「

を

電
話
加
入
権

」

「

リ
ス
資
産

無
形
固
定
資
産

営
業
権
を
除
く

に
係
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ

ス
取
引
に
お
け
る
リ

ス

（

）

ー
。

ー
ー

に
、

資
産
を
い
う
。

電
話
加
入
権

」

「

を

そ
の
他
貸
付
金

」

「

に
改
め
、
同
部
流
動
資
産
の
項

そ
の
他
貸
付
金

貸
倒
引
当
金

長
期
貸
付
金
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に
備
え
る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
を
い
う
。

」
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「
中

を

そ
の
他
未
収
金

固
定
資
産
売
却
代
金
等
上
記
以
外
の
未
収
金
を
整
理
す
る
。

」

「

に
、

そ
の
他
未
収
金

固
定
資
産
売
却
代
金
等
上
記
以
外
の
未
収
金
を
整
理
す
る
。

貸
倒
引
当
金

未
収
金
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に
備
え
る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
を
い
う
。

」

「

を

他
会
計
貸
付
金

」

「

に
改
め
、
同
部
繰
延
勘
定
の
項

他
会
計
貸
付
金

貸
倒
引
当
金

短
期
貸
付
金
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に
備
え
る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
を
い
う
。

」

を
削
り
、
同
部
の
注

建
設
仮
勘
定
整
理
科
目
表
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
の
資
本
の
部
資
本
金
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

し
ん
炭
林

薪
炭
林

退
職
給
与
金
等

退
職
給
付
費
等

資
本
金

款
項

目
節

備
考

資
本
金

固
有
資
本
金

企
業
開
始
の
時

法
適
用
の
時

に
お
け
る
引
継
資
本
金
の
額
を
い
う

（

）
。

出
資
金

他
会
計
か
ら
の
出
資
金
の
額
を
い
う
。

組
入
資
本
金

剰
余
金
か
ら
資
本
金
に
組
み
入
れ
た
額
を
い
う
。

別
表
第
一
の
資
本
の
部
剰
余
金
の
項
中
「

」
を
削
り
、

資
産
の
再
評
価
を
行
つ
た
場
合

再
評
価
額
か
ら
再
評
価
以
前
の
帳
簿
価
格
及
び
再
評
価
日
現
在
の
繰
越
欠
損
金
を
埋
め
た
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う

，
。
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「

を

再
評
価
積
立
金

」

「

贈
与

償
却
資
産

再
評
価
積
立
金

施
行
令
附
則
第

項
及
び
第

項
の
規
定
に
よ
り
資
産
の
再
評
価
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
再
評

11
1
2

に
、
「

」
を
「

価
価
額
か
ら
再
評
価
以
前
の
帳
簿
価
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。

」

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

以
外
の
固
定
資
産
の
贈
与

建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
資
金
に
充
て
る
た
め
の

償
却
資
産
以
外
の
固
定
資
産
の
取
得
又
は
改
良
に
充
て
た

「

そ
の
他
資
本
剰

を

余
金

国
庫
補
助
金

工
事
負
担
金

建
設
改
良
工
事
の
た
め
の
負
担
金
を
い
う
。

」

「

そ
の
他
資
本
剰

上
記
以
外
の
資
本
剰
余
金
を
い
う
。

余
金

施
行
令
第

条
第
１
項

国
庫
補
助
金

に
、
「

24

工
事
負
担
金

建
設
改
良
工
事
の
た
め
の
負
担
金
を
い
う
。

造
林
補
助
金

そ
の
他
補
助
金

」

」
を
「

」
に
、
「

24

」
を
「

」
に
、

の
規
定
に
よ
り
企
業
債

企
業
債

施
行
令
第

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た

欠
損
金
を
埋
め
る
た
め
に
積
み
立
て
た

「

を

そ
の
他
積
立
金
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」

「

又
は
当
年
度
未
処
理
欠

建
設
改
良
積
立

建
設
又
は
改
良
の
た
め
に
積
み
立
て
た
額
を
い
う

に
、
「

。

金

」

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

損
金

当
年
度
未
処
理
欠
損
金

又
は
繰
越
欠
損
金
年
度
末
残
高

繰
越
欠
損
金
年
度
末
残
高

「

当
年
度
純
利
益

（

を

又
は
当
年
度

）

純
損
失

」

「

そ
の
他
未
処
分

利
益
剰
余
金
変

に
改
め
、
同
表
の
負
債
の
部
固

動
額

当
年
度
純
利
益

当
年
度
純
損

（
（

）
）

失
借
方

」

定
負
債
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

固
定
負
債

款
項

目
節

備
考

企
業
債
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建
設
改
良
費
等

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
発
行
す
る
企
業
債

１
年
内
に
償
還
期
限
の
到
来
す
る

（

の
財
源
に
充
て

も
の
を
除
く

を
い
う

）

。
。

る
た
め
の
企
業

債そ
の
他
の
企
業

建
設
改
良
費
等
以
外
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
発
行
す
る
企
業
債

１
年
内
に
償
還
期
限
の
到
来

（

債
す
る
も
の
を
除
く

を
い
う

）

。
。

他
会
計
借
入
金

建
設
改
良
費
等

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
他
の
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
た
借
入
金

１
年
内
に
返
済

（

の
財
源
に
充
て

期
限
の
到
来
す
る
も
の
を
除
く

を
い
う

）

。
。

る
た
め
の
長
期

借
入
金

そ
の
他
の
長
期

建
設
改
良
費
等
以
外
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
他
の
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
た
借
入
金

１
年
内
に

（

借
入
金

返
済
期
限
の
到
来
す
る
も
の
を
除
く

を
い
う

）

。
。

リ
ス
債
務

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ

ス
取
引
に
お
け
る
リ

ス
債
務

１
年
内
に
支
払
期
限
の
到
来
す
る
も
の

（

ー
ー

ー

を
除
く

を
い
う

）

。
。

引
当
金

退
職
給
付
引
当

将
来
生
ず
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
の
支
払
に
充
て
る
た
め
の
引
当
額

金
１
年
内
に
使
用
さ
れ
る
見
込
み
の
も
の
を
除
く

を
い
う

流
動
負
債
の
項
の
退
職
給
付

（

）

（

。
。

（

）

）

引
当
金
に
お
け
る

注
参
照

特
別
修
繕
引
当

数
事
業
年
度
ご
と
に
定
期
的
に
行
わ
れ
る
特
別
の
大
修
繕
に
備
え
て
計
上
す
る
引
当
金

１
年
内

（

金
に
使
用
さ
れ
る
見
込
み
の
も
の
を
除
く

を
い
う

流
動
負
債
の
項
の
特
別
修
繕
引
当
金
に

）

（

。
。

（

）

）

お
け
る

注
参
照

そ
の
他
固
定
負

債
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別
表
第
一
の
負
債
の
部
流
動
負
債
の
項
中

「

を

一
時
借
入
金

決
算
日
ま
で
に
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
借
入
金
を
い
う
。

」

「

一
時
借
入
金

決
算
日
ま
で
に
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
借
入
金
を
い
う
。

企
業
債

建
設
改
良
費
等

１
年
内
に
償
還
期
限
の
到
来
す
る
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
発
行
す
る
企
業
債
を

の
財
源
に
充
て

い
う
。

る
た
め
の
企
業

債そ
の
他
の
企
業

１
年
内
に
償
還
期
限
の
到
来
す
る
建
設
改
良
費
等
以
外
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
発
行
す
る
企
業

に
、

債
債
を
い
う
。

他
会
計
借
入
金

建
設
改
良
費
等

１
年
内
に
返
済
期
限
の
到
来
す
る
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
他
の
会
計
か
ら
繰
り

の
財
源
に
充
て

入
れ
た
借
入
金
を
い
う
。

る
た
め
の
長
期

借
入
金

そ
の
他
の
長
期

１
年
内
に
返
済
期
限
の
到
来
す
る
建
設
改
良
費
等
以
外
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
他
の
会
計
か
ら

借
入
金

繰
り
入
れ
た
借
入
金
を
い
う
。

リ
ス
債
務

１
年
内
に
支
払
期
限
の
到
来
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ス
債
務
を
い
う

ー
ー

ー
。

」

「

を

前
受
金

」
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「

に
、

前
受
金

他
か
ら
前
受
し
た
金
及
び
次
期
以
降
に
属
す
る
収
益
を
い
う
。

」

「

を

そ
の
他
流
動
負

債

」

「

引
当
金

退
職
給
付
引
当

将
来
生
ず
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
の
支
払
に
充
て
る
た
め
の
引
当
額
の

金
う
ち

１
年
内
に
使
用
さ
れ
る
見
込
み
の
も
の
を
い
う

，
。

注
企
業
会
計
の
取
扱
い
上
は

１
年
内
の
使
用
額
を
正
確
に
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

（

）

，

め
退
職
給
付
引
当
金
全
額
を
固
定
負
債
に
計
上
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
こ
と
か
ら

地
方
公

，
，

営
企
業
に
お
い
て
も
同
様
の
取
扱
い
と
す
る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

賞
与
引
当
金

翌
事
業
年
度
に
支
払
う
賞
与
の
う
ち

当
年
度
負
担
相
当
額
を
見
積
も
り
計
上
す
る
引
当
金
を
い

，

う
。

に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に

修
繕
引
当
金

企
業
の
所
有
す
る
設
備
等
に
つ
い
て

毎
事
業
年
度
行
わ
れ
る
通
常
の
修
繕
が
何
ら
か
の
理
由
で

，

行
わ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て

そ
の
修
繕
に
備
え
て
計
上
す
る
引
当
金
を
い
う

，
。

特
別
修
繕
引
当

数
事
業
年
度
ご
と
に
定
期
的
に
行
わ
れ
る
特
別
の
大
修
繕
に
備
え
て
計
上
す
る
引
当
金
の
う
ち
，

金
１
年
内
に
使
用
さ
れ
る
見
込
み
の
も
の
を
い
う
。

注
企
業
会
計
の
取
扱
い
上
は

１
年
内
の
使
用
額
を
正
確
に
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

（

）

，

め
特
別
修
繕
引
当
金
全
額
を
固
定
負
債
に
計
上
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
こ
と
か
ら

地
方
公

，
，

営
企
業
に
お
い
て
も
同
様
の
取
扱
い
と
す
る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
他
流
動
負

債
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」

加
え
る
。

繰
延
収
益

款
項

目
節

備
考

長
期
前
受
金

償
却
資
産
の
取
得
又
は
改
良
に
充
て
る
た
め
の
補
助
金

負
担
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

，

の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
交
付
を
受
け
た
金
額
に
相
当
す
る
額
及
び
償
却
資
産
の
取

得
又
は
改
良
に
充
て
る
た
め
に
起
こ
し
た
企
業
債
の
元
金
の
償
還
に
要
す
る
資
金
に
充
て
る
た
め
，

一
般
会
計
又
は
他
の
特
別
会
計
か
ら
繰
入
れ
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
繰
入
金
の
額
を
い
う
。

長
期
前
受
金
収

益
化
累
計
額

別
表
第
二
の
収
益
の
部
中

「

電
力
料

を

渇
水
準
備
金
引

（

）

当
借
方

」

「

に
、

電
力
料

」

「

を

雑
収
益

」
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「
長
期
前
受
金
戻

に
、
同
表
の
費
用
の
部

入雑
収
益

」

「
中

を

賃
金

補
助
職
員

臨
時
職
員
及
び
常
時
雇
傭
す
る
人
夫
等
に
対
す
る
本
給
及
び
諸
手
当
を
い

，

う
。

」

「

賃
金

補
助
職
員

臨
時
職
員
及
び
常
時
雇
傭
す
る
人
夫
等
に
対
す
る
本
給
及
び
諸
手
当
を
い

，

に
、

う
。

報
酬

臨
時
又
は
非
常
勤
の
顧
問

参
与

嘱
託
員
等
に
対
す
る
報
酬
を
い
う

，
，

。

」

「

修
繕
準
備
金
引

を

当水
利
使
用
料

」

「

修
繕
引
当
金
繰

入
額

特
別
修
繕
引
当

例
え
ば

に
改
め
、
「

，

金
繰
入
額

水
利
使
用
料
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」

」
を
削
り
、

た
な
卸
評
価
損
等
を
い
う
。

「

を

共
有
設
備
費
分

（

）

担
額

貸
方

」

「

た
な
卸
資
産
減

た
な
卸
資
産
の
毀
損

変
質
又
は
滅
失
に
よ
る
除
却
損
を
い
う

，
。

に
、

耗
費

共
有
設
備
費
分

（

）

担
額

貸
方

」

「

修
繕
準
備
金
引

を

当補
償
費

」

「

修
繕
引
当
金
繰

入
額

特
別
修
繕
引
当

共
有
設
備
分
担

に
、
「

金
繰
入
額

補
償
費

」

（

）
」
を
「

（

）
」
に
、

額
貸
方

共
有
設
備
費
分
担
額

貸
方
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「

「

」

「

」

「

」

「

」

を

雑
修
繕
費

送
電
設
備

の
土
地

建
物

及
び

備
品

に
関
す
る
も
の
を
い
う

，
。

」

「

雑
修
繕
費

送
電
設
備

の
土
地

建
物

及
び

備
品

に
関
す
る
も
の
を
い
う

「

」

「

」

「

」

「

」

，
。

修
繕
引
当
金
繰

に
、
「

」

入
額

退
職
給
与
金

特
別
修
繕
引
当

金
繰
入
額

」

を
「

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、

退
職
給
付
費

実
支
払
額
及
び
引
き
当
て
額
を
整
理
す
る
。

「

を

消
耗
品
費

建
物
修
繕
費

業
務
設
備

の
建
物

に
関
す
る
も
の
を
い
う

「

」

「

」

。

」

「

報
酬

に
、

消
耗
品
費

建
物
修
繕
費

業
務
設
備

の
建
物

に
関
す
る
も
の
を
い
う

「

」

「

」

。

」

「

を

交
際
費

雑
税

」

「
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交
際
費

に
、

雑
税

貸
倒
引
当
金
繰

入
額

」

「

修
繕
準
備
金
引

を

当旅
費

」

「

に
、

旅
費

」

「

企
業
債
発
行
差

金
償
却
費

企
業
債
発
行
差

を

金
償
却
費

企
業
債
発
行
費

償
却
費

附
帯
事
業
費
用

」

「

に
、

附
帯
事
業
費
用

」
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「
特
別
損
失

固
定
資
産
売
却

損

を

臨
時
損
失

過
年
度
損
益
修

正
損

そ
の
他
特
別
損

失

」

「

特
別
損
失

当
年
度
の
経
常
的
費
用
か
ら
除
外
す
べ
き
費
用
を
い
う
。

固
定
資
産
売
却

固
定
資
産
の
売
却
価
額
が
当
該
固
定
資
産
の
売
却
時
の
帳
簿
価
額
に
不
足
す
る
金
額

損
１
件

万
円
未
満
の
も
の
を
除
く

を
い
う

（

10
0

）

。
。

減
損
損
失

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
減
損
が
生
じ
た
も
の
又
は
減

損
損
失
を
認
識
す
べ
き
も
の
の
当
該
生
じ
た
減
損
に
よ
る
損
失
又
は
認
識
す
べ
き
減
損

に
改
め
、
同
表
の
資
産

損
失
を
い
う
。

災
害
に
よ
る
損

災
害
に
よ
る
巨
額
の
臨
時
損
失
を
い
う
。

失過
年
度
損
益
修

前
年
度
以
前
の
損
益
の
修
正
で
損
失
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

正
損

そ
の
他
特
別
損

１
件

万
円
以
上
の
固
定
資
産
除
却
費
及
び
そ
の
他
特
別
損
失
で
巨
額
の
も
の
を

1,
00
0

失
整
理
す
る
。

」

「
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の
部
固
定
資
産
の
項
中

を

車
両
及
び
船
舶

」

「

車
両
及
び
船
舶

（

）

に
、

リ
ス
資
産

有
形
固
定
資
産

建
設
仮
勘
定
を
除
く

に
係
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ

ス
取
引
に
お
け
る
リ

ー
。

ー

ス
資
産
を
い
う

ー
。

」

「

を

特
別
償
却
累
計

（

）

額
貸
方

」

「

特
別
償
却
累
計

（

）
額

貸
方

に
改
め
、
「

」
を
削

リ
ス
資
産
減

諸
装
置

ー

価
償
却
累
計
額

（

）

貸
方

」

繰
延
勘
定

流
動
資
産

長
期
投
資

投
資

有
価
証
券
を

諸
有
価
証
券
を

返
済
期
日

貸
付
金
で
返
済
期
日

を
超
え
る

以
降
に
到
来
す

り
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

「

」
に
、

を

る
そ
の
他
貸
付
金

」

「

に
改
め
、
同
部
流
動
資
産
の
項

そ
の
他
貸
付
金

貸
倒
引
当
金

長
期
貸
付
金
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に
備
え
る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
を
い
う
。
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」

「
中

を

諸
売
却
代

雑
口

」

「

諸
売
却
代

に
、

雑
口

貸
倒
引
当
金

未
収
金
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に
備
え
る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
を
い
う
。

」

「

を

他
会
計
貸
付
金

」

「

に
改
め
、
同
部
繰
延
勘
定
の
項

他
会
計
貸
付
金

貸
倒
引
当
金

短
期
貸
付
金
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に
備
え
る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
を
い
う
。

」

を
削
り
、
同
部
の
注

建
設
仮
勘
定
整
理
科
目
表
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
の
資
本
の
部
資
本
金
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

し
ん
炭
林

薪
炭
林

退
職
給
与
金
等

退
職
給
付
費
等

資
本
金

款
項

目
節

備
考

資
本
金

固
有
資
本
金

企
業
開
始
の
時

法
適
用
の
時

に
お
け
る
引
継
資
本
金
の
額
を
い
う

（

）

。

出
資
金

他
会
計
か
ら
の
出
資
金
の
額
を
い
う
。
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組
入
資
本
金

剰
余
金
か
ら
資
本
金
に
組
み
入
れ
た
額
を
い
う
。

資
産
の
再
評
価
を
行
つ
た
場
合

再
評
価
額
か
ら
再
評
価
以
前
の
帳
簿
価
格
及
び
再
評
価
日
現
在
の
繰
越
欠
損
金
を
埋
め
た
額

施
行
令
附
則
第

項
及
び
第

項
別
表
第
二
の
資
本
の
部
剰
余
金
の
項
中
「

」
を
「

1
1

1
2

，

の
規
定
に
よ
り
資
産
の
再
評
価
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
再
評
価
価
額
か
ら
再
評
価
以
前
の
帳
簿
価
額

贈
与

償
却
資
産
以
外
の
固
定
資
産
の
贈
与

建
設
又
は
改
良
に
要
す
る
資
金
に
充
て

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

る
た
め
の

償
却
資
産
以
外
の
固
定
資
産
の
取
得
又
は
改
良
に
充
て
た

「

を

そ
の
他
資
本
剰

余
金

」

「

そ
の
他
資
本
剰

上
記
以
外
の
資
本
剰
余
金
を
い
う
。

余
金

施
行
令
第

条
第
１
項

国
庫
補
助
金

に
、
「

24

工
事
負
担
金

建
設
改
良
工
事
の
た
め
の
負
担
金
を
い
う
。

造
林
補
助
金

そ
の
他
補
助
金

」

」
を
「

」
に
、
「

24

」
を
「

」
に
、

の
規
定
に
よ
り
企
業
債

企
業
債

施
行
令
第

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
ら
れ
た

欠
損
金
を
埋
め
る
た
め
に
積
み
立
て
た

「

を

そ
の
他
積
立
金

」

「

減
電
補
償
積
立

金中
小
水
力
発
電
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開
発
改
良
積
立

又
は
当
年
度
未
処
理
欠

金

に
、
「

建
設
改
良
積
立

建
設
又
は
改
良
の
た
め
に
積
み
立
て
た
額
を
い
う
。

金再
生
可
能
エ
ネ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

等
の
推
進
の
た
め
に
積
み
立
て
た
額
を
い
う

ー
。

ル
ギ

等
積
立

ー

金

」

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

損
金

当
年
度
未
処
理
欠
損
金

又
は
繰
越
欠
損
金
年
度
末
残
高

繰
越
欠
損
金
年
度
末
残
高

「

当
年
度
純
利
益

（

を

当
年
度
純
損

）
（

）

失
借
方

」

「

そ
の
他
未
処
分

利
益
剰
余
金
変

に
改
め
、
同
表
の
負
債
の
部
固

動
額

当
年
度
純
利
益

当
年
度
純
損

（
（

）
）

失
借
方

」

定
負
債
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

固
定
負
債
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款
項

目
節

備
考

企
業
債

建
設
改
良
費
等

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
発
行
す
る
企
業
債

１
年
内
に
償
還
期
限
の
到
来
す
る

（

の
財
源
に
充
て

も
の
を
除
く

を
い
う

）

。
。

る
た
め
の
企
業

債そ
の
他
の
企
業

建
設
改
良
費
等
以
外
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
発
行
す
る
企
業
債

１
年
内
に
償
還
期
限
の
到
来

（

債
す
る
も
の
を
除
く

を
い
う

）

。
。

他
会
計
借
入
金

建
設
改
良
費
等

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
他
の
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
た
借
入
金

１
年
内
に
返
済

（

の
財
源
に
充
て

期
限
の
到
来
す
る
も
の
を
除
く

を
い
う

）

。
。

る
た
め
の
長
期

借
入
金

そ
の
他
の
長
期

建
設
改
良
費
等
以
外
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
他
の
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
た
借
入
金

１
年
内
に

（

借
入
金

返
済
期
限
の
到
来
す
る
も
の
を
除
く

を
い
う

）

。
。

リ
ス
債
務

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ

ス
取
引
に
お
け
る
リ

ス
債
務

１
年
内
に
支
払
期
限
の
到
来
す
る
も
の

（

ー
ー

ー

を
除
く

を
い
う

）
。

。

退
職
給
付
引
当

将
来
生
ず
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
の
支
払
に
充
て
る
た
め
の
引
当
額

金
１
年
内
に
使
用
さ
れ
る
見
込
み
の
も
の
を
除
く

を
い
う

流
動
負
債
の
項
の
退
職
給
付

（

）

（

。
。

（

）

）
引
当
金
に
お
け
る

注
参
照

特
別
修
繕
引
当

数
事
業
年
度
ご
と
に
定
期
的
に
行
わ
れ
る
特
別
の
大
修
繕
に
備
え
て
計
上
す
る
引
当
金

１
年
内

（

金
に
使
用
さ
れ
る
見
込
み
の
も
の
を
除
く

を
い
う

流
動
負
債
の
項
の
特
別
修
繕
引
当
金
に

）

（

。
。

（

）

）

お
け
る

注
参
照

そ
の
他
固
定
負

上
記
の
各
科
目
に
該
当
し
な
い
も
の
で
契
約
期
間
１
年
以
上
の
も
の
を
い
う

返
還
す
る
権
利
金

（
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）

債
等
を
含
む
。

そ
の
他
固
定
負

債
別
表
第
二
の
負
債
の
部
流
動
負
債
の
項
中

「

を

一
時
借
入
金

決
算
日
ま
で
に
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
借
入
金
を
い
う
。

」

「

一
時
借
入
金

決
算
日
ま
で
に
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
借
入
金
を
い
う
。

企
業
債

建
設
改
良
費
等

１
年
内
に
償
還
期
限
の
到
来
す
る
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
発
行
す
る
企
業
債
を

の
財
源
に
充
て

い
う
。

る
た
め
の
企
業

債そ
の
他
の
企
業

１
年
内
に
償
還
期
限
の
到
来
す
る
建
設
改
良
費
等
以
外
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
発
行
す
る
企
業

に
、

債
債
を
い
う
。

他
会
計
借
入
金

建
設
改
良
費
等

１
年
内
に
返
済
期
限
の
到
来
す
る
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
他
の
会
計
か
ら
繰
り

の
財
源
に
充
て

入
れ
た
借
入
金
を
い
う
。

る
た
め
の
長
期

借
入
金

そ
の
他
の
長
期

１
年
内
に
返
済
期
限
の
到
来
す
る
建
設
改
良
費
等
以
外
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
他
の
会
計
か
ら

借
入
金

繰
り
入
れ
た
借
入
金
を
い
う
。

リ
ス
債
務

１
年
内
に
支
払
期
限
の
到
来
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ス
債
務
を
い
う

ー
ー

ー
。
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」

「

を

修
繕
準
備
引
当

金

」

「

退
職
給
付
引
当

将
来
生
ず
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
の
支
払
に
充
て
る
た
め
の
引
当
額
の

金
う
ち

１
年
内
に
使
用
さ
れ
る
見
込
み
の
も
の
を
い
う

，
。

注
企
業
会
計
の
取
扱
い
上
は

１
年
内
の
使
用
額
を
正
確
に
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

（

）

，

め
退
職
給
付
引
当
金
全
額
を
固
定
負
債
に
計
上
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
こ
と
か
ら

地
方
公

，
，

営
企
業
に
お
い
て
も
同
様
の
取
扱
い
と
す
る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

賞
与
引
当
金

翌
事
業
年
度
に
支
払
う
賞
与
の
う
ち

当
年
度
負
担
相
当
額
を
見
積
も
り
計
上
す
る
引
当
金
を
い

，

に
改
め
、
同
部
引
当
金
の
項
を

う
。

修
繕
引
当
金

企
業
の
所
有
す
る
設
備
等
に
つ
い
て

毎
事
業
年
度
行
わ
れ
る
通
常
の
修
繕
が
何
ら
か
の
理
由
で

，

行
わ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て

そ
の
修
繕
に
備
え
て
計
上
す
る
引
当
金
を
い
う

，
。

特
別
修
繕
引
当

数
事
業
年
度
ご
と
に
定
期
的
に
行
わ
れ
る
特
別
の
大
修
繕
に
備
え
て
計
上
す
る
引
当
金
の
う
ち
，

金
１
年
内
に
使
用
さ
れ
る
見
込
み
の
も
の
を
い
う
。

注
企
業
会
計
の
取
扱
い
上
は

１
年
内
の
使
用
額
を
正
確
に
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

（

）

，

め
特
別
修
繕
引
当
金
全
額
を
固
定
負
債
に
計
上
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
こ
と
か
ら

地
方
公

，
，

営
企
業
に
お
い
て
も
同
様
の
取
扱
い
と
す
る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

」

削
り
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

繰
延
収
益

款
項

目
節

備
考
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長
期
前
受
金

償
却
資
産
の
取
得
又
は
改
良
に
充
て
る
た
め
の
補
助
金

負
担
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

，

の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
交
付
を
受
け
た
金
額
に
相
当
す
る
額
及
び
償
却
資
産
の
取

得
又
は
改
良
に
充
て
る
た
め
に
起
こ
し
た
企
業
債
の
元
金
の
償
還
に
要
す
る
資
金
に
充
て
る
た
め
，

一
般
会
計
又
は
他
の
特
別
会
計
か
ら
繰
入
れ
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
繰
入
金
の
額
を
い
う
。

長
期
前
受
金
収

益
化
累
計
額

「

「

「

取
水
口

ヶ
所

取
水
口

別
表
第
三
中
「

」
を
「

」
に
、

を

に
、

を

及
衛
生
用

及
び
衛
生
用

内
燃
設
備

取
水
口

取
水
口

ヶ
所

」

フ
ラ
ッ
プ
ゲ

ト
フ
ラ
ッ
プ
ゲ

ト
門

ー
ー

油
圧
装
置

油
圧
装
置

式

」

」

「

「

「

「

「

に
、

を

に
、

を

に
、

内
燃
設
備

ポ
ン
プ
設
備

ポ
ン
プ
設
備

薬
品
注
入
設
備

薬
品
注
入
設
備

」

」

」

」

」

「

「

「

を

に
、

を

ア
ル
ギ
ン
酸
ソ

ダ
注
入
装
置

ア
ル
ギ
ン
酸
ソ

ダ
注
入
装
置

式
硫
酸
注
入
装
置

ー
ー

」

」

」

「

「

「

に
、

を

に
、

硫
酸
注
入
装
置

式
量
水
器

量
水
器

」

」

」

「

そ
の
他
機
械
装
置
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沈
砂
池
排
砂
機
械
装
置

を

同
走
行
ガ

タ
設
備

式
ー

ー

同
ポ
ン
プ

台

同
屋
外
操
作
盤

面

そ
の
他
機
械
装
置

」

「

「

「

そ
の
他
機
械
装

置
〃

に
、

を

に
、

沈
砂
池
排
砂
機
械
装
置

式
台

台

同
走
行
ガ

タ
設
備

〃
〃

ー
ー

同
ポ
ン
プ

台
台

〃

」

」

同
屋
外
操
作
盤

面

」

「

「

起
重
機

台
起
重
機

〃

を

に
改
め
る
。

電
話
設
備

式
電
話
設
備

式

除
塵
機

基
除
塵
機

基

遠
方
用
監
視
制
御
装
置

式
遠
方
用
監
視
制
御
装
置

式

」

」

「

「

「

別
表
第
四
中
「

」
を
「

」
に
、

を

に
、

を

門
及
び

同
門
及
び

同
護
岸

同
護
岸

門
門
扉
別
に
単
位
と
す
る
。

」

」

」

「

「

「

「
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に
、

を

に
、

を

門
放
流
設
備

放
流
設
備

同
ラ
ン
ナ

」

」

」

門
扉
別
に
単
位
と
す
る
。

ー

」

「

「

「

「

に
、

を

に
、

を

同
ラ
ン
ナ

同
油
槽

同
油
槽

同
ポ
ン
プ

ー

」

」

」

」

「

「

「

に
、

を

に
、
「

」
を
「

」
に
、

同
ポ
ン
プ

同
電
圧
調
整
器

同
電
圧
調
整
器

低
周
波
定
電
圧
電
源
装
置

定
周
波
定
電
圧
電
源
装
置

」

」

」

「

「

そ
の
他
構
築
物

そ
の
他
構
築
物

を

に
、

保
安
開
閉
装
置

機
械
装
置

保
安
開
閉
装
置

」

」

「

「

「

「

電
源
装
置

〃
電
源
装
置

式
整
流
器

〃
整
流
器

個

を

に
、

を

信
号
電
源
装
置

式
信
号
電
源
装
置

〃
自
動
電
圧
調
整
器

個
自
動
電
圧
調
整
器

〃

」

」

」

」

「

「

「

「

に
、

を

に
、

を

に
、

定
周
波
定
電
圧
電
源
装
置

台
定
周
波
定
電
圧
電
源
装
置

式
雑
装
置

雑
装
置

」

」

」

」

「

自
動
制
御
装
置

修
繕
試
験
装
置

水
力
発
電
設
備

の

「

「

「

」

を

に
、

を

信
号
電
源
装
置

台
信
号
電
源
装
置

〃
同
目
に
準
ず
る
。
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雑
装
置

水
力
発
電
設
備

の

」

」

「

」

同
目
に
準
ず
る
。

」

「

自
動
制
御
装
置

水
力
発
電
設
備

の

「

」

に
改
め
る
。

同
目
に
準
ず
る
。

修
繕
試
験
装
置

同
上

雑
装
置

同
上

」

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
二
号
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
二
十
三
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
一
号
と
す
る
。

様
式
第
２
３
号

様
式
第
１
号

様
式
第
二
十
四
号
を
削
る
。

様
式
第
二
十
五
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
号
と
す
る
。

様
式
第
２
５
号

様
式
第
２
号

様
式
第
二
十
六
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
す
る
。

様
式
第
２
６
号

様
式
第
３
号

様
式
第
二
十
七
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。

様
式
第
２
７
号

様
式
第
４
号

様
式
第
二
十
八
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
２
８
号

様
式
第
５
号
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様式第６号

口座振替通知書

〒

下記金額を振り込みましたので通知します。

様

枚中 枚

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

企業出納員岡山県企業局

合　計 円

支　払　日 支　払　内　容

会計
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様
式
第
二
十
九
号
を
削
る
。

様
式
第
三
十
号
中
「

」
を
「

」
に
、

を

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
す
る
。

様
式
第
３
０
号

様
式
第
７
号

「

「

出
納
金
融
機
関

岡
山
県
企
業
局
出
納
取
扱
金
融
機
関

」

」

収
納
金
融
機
関

岡
山
県
企
業
局
収
納
取
扱
金
融
機
関

様
式
第
三
十
一
号
及
び
様
式
第
三
十
二
号
を
削
る
。

様
式
第
三
十
三
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
八
号
と
す
る
。

様
式
第
３
３
号

様
式
第
８
号

様
式
第
三
十
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
す
る
。

様
式
第
３
４
号

様
式
第
９
号

様
式
第
三
十
五
号
中
「

」
を
「

10

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と
す
る
。

様
式
第
３
５
号

様
式
第

号

様
式
第
三
十
六
号
中
「

」
を
「

1
1

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。

様
式
第
３
６
号

様
式
第

号

様
式
第
三
十
七
号
中
「

」
を
「

12

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二
号
と
す
る
。

様
式
第
３
７
号

様
式
第

号

様
式
第
三
十
八
号
中
「

」
を
「

1
3

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。

様
式
第
３
８
号

様
式
第

号

様
式
第
三
十
九
号
か
ら
様
式
第
四
十
六
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
二
十
七
条
及
び
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
十
六
号
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
度
の
事
業
年
度
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
五
年
度
以
前
の
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
企
業
局
財
務
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号

（

）

、

。

漁
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
魚
種
の
増
殖
量
を
次
の
と
お
り
指
示
す
る

平
成
二
十
六
年
一
月
七
日

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

戸

田

博

2
6

（

：k
g

：

）

平
成

年
度
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
魚
種
の
増
殖
指
示
量

単
位

た
だ
し

わ
か
さ
ぎ
は
卵
数
に
つ
い
て

単
位

万
粒

，

放
流

魚
種

代
替
措
置
可
能
魚
種

漁
業
協
同
組
合
名

漁
業
権
番
号

あ
ゆ

う
な
ぎ

ふ
な

あ
ま
ご

な
ま
ず

す
っ
ぽ
ん

に
じ
ま
す

ぼ
ら

も
ろ
こ

わ
か
さ
ぎ

は
え

て
な
が
え
び

も
く
ず
が
に

（

）

漁
業
権
者
名

1
,4
00

5
0

4
0

1
0

5
0

3
0

8
0

5
0

内
共
第
１
号

吉
井

川
南

部
－

－
－

－
－

1
,
8
0
0

5
0

4
0

4
0
0

5
0

90
15

内
共
第
２
号

吉
野

川
－

－
－

－
－

－

1
,
8
0
0

4
0

3
0

3
5
0

1
0

1
00

1
0

内
共
第
３
号

吉
井

川
－

－
－

－
－

－

内
共
第
４
号

加
茂

郷
－

－
－

－
－

－
－

－
6
0
0

15
2
0
0

3
0

3
0

内
共
第
５
号

久
田

川
－

－
－

－
－

－
－

－
－

5
0
0

1
5

1
5
0

3
0

内
共
第
６
号

奥
津

川
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

3
5
0

2
5
0

,
6
0
0

5
0

5
0

1
0

1
0
0

1
0

内
共
第
７
号

旭
川
南
部
漁
連

－
－

－
－

－
－

－
1

内
共
第
８
号

旭
川

中
央

－
－

－
－

－
－

－
2
,
1
0
0

1
0
0

20
0

6
0
0

1
0
0

5
0

内
共
第
９
号

湯
原

－
－

－
－

－
－

－
－

4
5
0

2
5

2
5
0

1
0
0

3
0

内
共
第

号
旭

川
北

－
－

－
－

－
－

－
－

1
0

4
5
0

2
0

4
5
0

1
5
0

3
0

1
1

3
,
6
0
0

9
0

8
0

2
0

15
0

7
5

内
共
第

号
高

梁
川

－
－

－
－

－
－

－

1
2

4
0
0

25
1
0

3
0

1
5

内
共
第

号
小

田
川

－
－

－
－

－
－

－
－

内
共
第

号
芳

井
町

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

1
3

4
0
0

1
5

3
0
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1
4

1
,
7
0
0

50
2
0

5
2
0

2
5

内
共
第

号
成

羽
川

－
－

－
－

－
－

－

1
5

3
0
0

1
0

3
0

5
5

2
5

内
共
第

号
〃

－
－

－
－

－
－

－

内
共
第

号
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

1
6

1
0

内
共
第

号
新

見
－

－
－

－
－

－
－

1
7

2
,
4
0
0

3
5

7
0
0

3
0
0

5
0
0

5
0

内
共
第

号
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

1
8

2
0
0

1
0
0

1
0
0

内
共
第

号
番

川
－

－
－

－
－

－
－

－
1
9

1
0

2
8
0

2
5

1
5

4
0

内
共
第

号
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
0

5
1
2
0

2
5

5
1
0

内
共
第

号
児

島
湾

淡
水

－
－

－
－

－
－

－
－

2
1

7
5

1
,
4
0
0

4
5

1
6
0

4
5

内
共
第

号
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
2

15
60
0

5
4
0

5

備
考

は
え

て
な
が
え
び
及
び
も
く
ず
が
に
に
つ
い
て
は

漁
業
権
番
号
ご
と
の
指
示
量
に
応
じ
て

次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
放
流
の
代
替
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

，
，

，
。

(
1
)

（

）

産
卵
床
造
成

は
え

指
示

量
造
成
箇
所
数

造
成

基
準

箇
所

１
箇
所
当
た
り
約

㎡
の
造
成

k
g

5
0
0

１
１

で
約

の
増
殖
と
み
な
す

5
0

5
0
k
g

～
。

２
5
1

1
0
0

～

３
1
0
1

1
5
0

～

(
2
)

（

）

産
卵
床
造
成

て
な
が
え
び

指
示

量
造
成
束
数

造
成

基
準

束
ソ
ダ

束
の
造
成
で
約

の
k
g

1
0

1
2
k
g

増
殖
と
み
な
す

1
2

1
0

。

(
3
)

C

（

）

親
が
に
・

サ
イ
ズ
放
流

も
く
ず
が
に

1

指
示

量
親
が
に
放
流
基
準

サ
イ
ズ
放
流
基
準

C
1

親
が
に

の
放
流

サ
イ
ズ

の
放

k
g

8.
4
k
g

C
1

0
.
1
3
k
g

で
の
増
殖
と
み

流
で

の
増
殖
と
み

1
0

1
0
k
g

1
0
k
g

な
す

な
す

。

。
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